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 大石美奈子 

□現在、近畿経済産業局など関東経済産業局以外の局は、下記のように家庭用標準使用量での定期的な比較資料

を公表していますが、関東経産局だけは比較表が未公表ですので、しっかりと公表してください。この比較表よ

り「一般ガス≦簡易ガス≦LP ガス」の構図が明らかで、料金規制が外れると一般ガスや簡易ガスも LP ガス並

に値上げされることを心配します。 

 

□P26 の第 10 回ガスシステム改革小員会資料３（事務局提出）の現状説明の最後のところ、「実際、簡易ガス事

業の規制対象外である 70 戸以下の集合住宅型団地における LP ガス小規模導管供給事業では、他の事業者の

バルク及び付属設備を買い取る形での競争が行われている」とあります。全国の集合住宅世帯は 2000 万以上

と言われていますが、70 戸以下の集合住宅型団地の件数はどのくらいで、その内でこのように買い取る形の

競争が行われたのは実際に何件あったのかその具体的な数値を教えて下さい。また、そのような場合、ガス管

や器具の無償提供がセットとなるなど、結果的に消費者に不透明な形で転嫁されているかどうか教えて下さい。 

 

□前任の杉本委員の発言は多くの消費者団体からの国民の意見であり「料金の経過措置の継続」を強く求めてい

ることを踏まえてのものです。集合住宅型簡易ガス団地についても同様で、私としましても今回の提案には同

意できません。一般ガスも含めて、熱供給の給湯と同様に、他の燃料に変換することに費用が掛かる集合住宅

にこそ経過措置料金規制が必要と考えます。 

 

□消費者は、何がなんでも値上げを認めないと言っているわけではありません。燃料費の値上がりなど理由のあ

る値上げについてはこれまでも受け入れています。一般ガスや簡易ガスの経過措置料金規制を残したままで、

料金の自由化を認めることは可能であり、なぜ一般ガスや簡易ガスの競争に影響があるという話になるのか全

く理解できません。その点をわかりやすく説明を求めます。 

その上で国民の意見を出した各消費者団体の意見を再度確認させてください。そうでないと、逆に小売事業者

は、消費者により料金値上げや無償配管・器具をしたいのでは・・・と昨年来のガス小委員会での一般ガス事

業者の以下の発言から心配しています。 

【2/24 議事録抜粋】 

やっぱり料金というのはある程度シークレットというそういう部分が自由化というふうに、私らはそれがだいご味だという

ふうに思っていまして、それを明確にしたら自由でも何でもないですよね。今の料金方式に戻っちゃうということになりま

すんで、これはお客様との１対１の契約だというふうに思っていますんで、お客様がそれで納得すればいい。納得しなけ

ればほかに行くという、それが私は自由化だというふうに思っています。明確にしたらもとに戻る。 

【12/3 議事録抜粋】 

そのＬＰガス会社はどういうふうに取っているかというと、やはり貸し付けなんですよ。例えば都市ガスで内

管だとか、あるいは機器、これを普通にお金を取りますよと言ったらば、ＬＰに全て流れるという、そういう

状況でございまして、それを同じ土俵で勝負ができるということになれば、これは値上げといいますか、例え

ばリースとかそういうのも考えているんですけども、リースというよりは、やはり料金に、例えば 20 円だと

かそういう料金をプラス付加したというほうが、お客様の受けがいいといいますか、そして対等に対峙できる

という、そういうような状況になっておりますので、そこの値上げという、そういう考え方でございます。 

ガス料金に貸し付け分の料金をある程度付加するという、そのＬＰガスで常にやっている、そういうやり方と

同じことを都市ガスのほうでもできるんじゃないかという、そういうことですね。 

 

 

資料６ 



 

 

http://www.kansai.meti.go.jp/3-9gasjigyo/downloadfiles/hikaku/2610_osaka.pdf 

 

＜参考資料 １＞ 



 
 消費生活相談コラム 

「プロパンガス訪問販売のトラブル」の巻き 

[2014 年 3 月 11 日] 

 契約後間もなく料金が値上げされる、解約した業者から解約料（契約内容によっては数十万）

を請求されるなどのトラブルが関東地方を中心に増加しています。 

事例 1 

 自宅に訪れた営業員から「プロパンガスの領収書を見せてほしい」と言われた。見せたところ、

「価格が高い。うちならもっと安い」と言われガス会社を変更した。ところが 2 ヶ月で値上げの通知

があり、以前のガス代金と同額になってしまった。契約の時に値上げすることは聞いていない。 

事例 2 

 「ガス料金が安くなる」と訪問した業者に勧誘され契約した。その際「今のガス会社との解約手

続きは当方がやるので何もしなくてよい」「精算はまかせてほしい」と説明されたので、委任状に

記入して渡した。しかし、解約をしたガス会社から配管設備の撤去費用を払うよう請求された。 

アドバイス 

 プロパンガス料金は自由料金なので、会社によって料金が違います。料金が異なる理由として

保安対策や設備やサービスの違いもありますので販売店から十分な説明を受け比較しましょう。

説明されたガス料金がいつまでつづくのか（値上げの予定はあるのか）、将来解約したときに負

担する費用があるか十分確認してください。 

 また、「屋内配管はガス販売店が所有する」旨の書面をもらい明確な説明を受けている場合は

配管代を請求され支払わなければならないこともあります。 

 契約をしたときは、販売店は消費者に対し取引条件を記入した書面を交付する義務がありま

す。重要な事項が書かれているので、必ず内容を確認しましょう。 

 なお、平成 21 年 12 月 1 日から訪問販売で契約したプロパンガスも契約書を受け取った日か

ら 8 日間はクーリング・オフできるようになりました。 

参考 

 国民生活センター報道発表資料 

 財）エルピーガス振興センター「家庭用 LP ガスの取引に関する Q＆A」 

 

 



＜参考資料 ２＞ 奈良のＬＰガス事業者から NACS へのお問い合わせについて 

 

Sent: Tuesday, November 03, 2015 7:54 PM 

To: nacs-contact@nacs.or.jp 

Subject: お問い合わせ（NACS） 

組織名 : わくわくガス屋さん 

 

奈良県天理市のプロパンガス販売店です。 

先日業界紙で、 大石美奈子理事の、 

都市ガス料金の公表についての記事を拝見しました。当店 

は 10 年以上前からプロパンガス料金の公開を実践していますが、その結果、奈 

良県の業界内では、さまざまな嫌がらせ(同業者のバッシングから、仕入れ業者 

の取引拒絶)がありました。そしてさまざまな組織(奈良県プロパン協会、県の 

担当部署、近畿経済産業局)等にこれらの実態を報告し、対応を求めましたが、 

全く動いてくれませんでした。結局、プロパン協会は我々ガス会社の協会費で 

運営が成り立っているので、ガス屋に大きく言えません。県庁と局はお役所仕 

事そのままです。経済産業省の方は一部の方は応援して頂いていますが、彼ら 

はすぐ部署変わりをしてしまいます。プロパン業界の悪しき現状をよろしけれ 

ばご報告させて頂きたいと思います。 

 

Sent: Friday, November 6, 2015 10:05 AM 

日本消費生活アドバイザー コンサルタント相談員協会 御中 大石様 

 

ご連絡有難うございます。ガス料金透明化に尽力頂きまして、御礼申し上げます。プ 

ロパン業界内におる者として、消費者の信頼関係構築において料金透明化は絶対にし 

なければいけない大問題です。 

しかしながら、当店 HP にも詳しく記載しておりますが、透明化を望んでいるガス屋は 

1 割もないのではないでしょうか。その理由は談合体質と複数(差別)料金です。 

 

談合体質は、他のガス会社のお客様はお互い取らないでおこうという暗黙の空気がい 

まだにあります。では顧客数を増やすには無償配管というまたグレーな投資をするも 

のですか、余計にガス料金が不透明になる原因にもなっています。 

そして複数(差別)料金ですが、1つのガス会社の中には何十という料金があり、それを 

ガス会社の都合で勝手に顧客ごとに設定しています（他社に取られそうな顧客は安く、 

それ以外は高くといった感じ）。 

 

こういう現状を改善したく、当店では HP を中心に声をあげてきましたが、奈良県内の 

業界のバッシングは想像以上に酷く、仕入先の取引拒絶という事態にまでなりまし 

た。このあたりのことをお話させて頂いて参考にして頂ければと思い、ご連絡させて 

いただきました。宜しくお願い致します。 

わくわくガス屋さん HP：http://www.waku-gas.jp/ 

 


